
いしかわの酒による乾杯を推進する条例（案）の概要 

 

１ 条例の目的 

 この条例は、日本酒をはじめとする本県で生産された酒類及び本県産の原

材料を使用して生産された酒類（以下「いしかわの酒」という。）による乾杯

を推進することにより、いしかわの酒の普及を図るとともに、いしかわの酒

による人と人との交流を促進し、もって酒類製造業その他関連産業の発展及

びふるさとへの感謝の念の醸成に資することを目的として条例を制定します。 

 

２ 条例の内容 

(1) 県の役割 

県は、いしかわの酒による乾杯を推進することにより、いしかわの酒の普

及促進に取り組むよう努めるものとします。 

 

(2) 事業者の役割 

酒類製造業者（以下「事業者」という。）は、いしかわの酒による乾杯を

推進することにより、いしかわの酒の普及促進に取り組むとともに、県及び

他の事業者と相互に協力するよう努めるものとします。 

 

(3)  県民の協力 

県民は、県及び事業者が行ういしかわの酒による乾杯を推進することによ

るいしかわの酒を普及促進する取組に協力するよう努めるものとします。 

 

(4)  配慮事項 

県、事業者及び県民は、いしかわの酒による乾杯の推進に当たっては、個

人のし好及び意思を尊重するよう配慮するものとします。 

 

３  今後の予定 

２月下旬、公布、施行予定 

 

 

 


